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(57)【要約】
　様々な眼内偽水晶体コンタクトレンズ（１００、４０
０、８００、９００、１６００、１７００、１８００、
１９００、２０００）が開示される。例えば、眼内偽水
晶体コンタクトレンズは、第１の光学レンズ（１０２、
４０２、８０２、９０２、１６０２、１７０２、１８０
２、１９０２、２００２、２１００、２１０２、２２０
０、２２５０、２３００、２４００）と複数のアンカー
（１０６ａ～１０６ｂ、４０６ａ～４０６ｂ、１５００
）とを含むことができる。第１の光学レンズは、眼（１
３００）の残存屈折異常を少なくとも部分的に矯正する
ように構成されている。アンカーは、眼内偽水晶体コン
タクトレンズを眼内レンズに対して固定するために、眼
内レンズ（１０００）の前面を通じて眼内レンズの第２
の光学レンズ（１００２）を形成しているレンズ材料（
１００６）内に挿入されるように構成されている。アン
カーは、眼内偽水晶体コンタクトレンズに対して結合さ
れるか、あるいはそれを受け入れるための特別な設計が
されていない眼内レンズを含む、異なるタイプの眼内レ
ンズに対して眼内偽水晶体コンタクトレンズを結合する
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼内偽水晶体コンタクトレンズを含む器具であって、
　前記眼内偽水晶体コンタクトレンズが、
　眼の残存屈折異常を少なくとも部分的に矯正するように構成されている第１の光学レン
ズと、
　前記眼内偽水晶体コンタクトレンズを眼内レンズに対して固定するために、前記眼内レ
ンズの前面を通じて前記眼内レンズの第２の光学レンズを形成しているレンズ材料内に挿
入されるように構成された複数のアンカーと
を含む、器具。
【請求項２】
　前記アンカーは、前記眼内偽水晶体コンタクトレンズに対して結合されるように、或い
はそれを受け入れるように特別な設計がされていない眼内レンズを含む、異なるタイプの
眼内レンズに対して前記眼内偽水晶体コンタクトレンズを結合するように構成されている
、請求項１に記載の器具。
【請求項３】
　前記第１の光学レンズ上に設置され、且つ少なくとも１つの薬剤を送達するように構成
された少なくとも１つの薬剤溶出デバイスを更に含む、請求項１に記載の器具。
【請求項４】
　前記第１の光学レンズから延伸している突起を更に含み、
　前記アンカーが、前記突起に部分的に埋設され、或いは前記突起を通過するように構成
されている、請求項１に記載の器具。
【請求項５】
　前記アンカーの各々が、前記突起の１つに埋設されている頭部を含む、請求項４に記載
の器具。
【請求項６】
　前記突起の各々が、１つ以上の孔を含み、
　前記アンカーが、前記孔に挿入され、且つ前記孔を部分的に通過するように構成されて
いる、請求項４に記載の器具。
【請求項７】
　前記アンカーが、有刺ピン又はリブ付ピンを含む、請求項１に記載の器具。
【請求項８】
　前記眼内レンズに対して特定配向を前記第１の光学レンズにもたせるために、前記第１
の光学レンズが、前記第１の光学レンズの中心軸線の周囲に不均一な重量分布を有する、
請求項１に記載の器具。
【請求項９】
　前記第１の光学レンズが、単焦点又は球面状である、請求項１に記載の器具。
【請求項１０】
　前記第１の光学レンズが、多焦点又は非球面状である、請求項１に記載の器具。
【請求項１１】
　前記アンカーが、前記眼内偽水晶体コンタクトレンズを前記眼内レンズに対して固定す
るときに、
　前記第１の光学レンズの表面の外側部が、前記第２の光学レンズの前記レンズ材料に接
触し、且つ、
　前記第１の光学レンズの前記表面の残余部が、前記第２の光学レンズの前記レンズ材料
から離間したままであるように、前記第１の光学レンズが構成されている、請求項１に記
載の器具。
【請求項１２】
　眼の残存屈折異常を少なくとも部分的に矯正するように構成された第１の光学レンズ、
及び、複数のアンカーを含む眼内偽水晶体コンタクトレンズと、
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　第２の光学レンズを含む眼内レンズであって、前記第２の光学レンズがレンズ材料から
形成されている、眼内レンズと
を含むシステムであって、
　前記アンカーが、前記眼内偽水晶体コンタクトレンズを前記眼内レンズに対して固定す
るために、前記眼内レンズの前面を通じて前記レンズ材料内に挿入されるように構成され
ている、システム。
【請求項１３】
　前記眼内レンズは、前記眼内偽水晶体コンタクトレンズに対して結合されるように、或
いはそれを受け入れるように特別な設計がされていない、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記第１の光学レンズ上に設置され、且つ少なくとも１つの薬剤を送達するように構成
された少なくとも１つの薬剤溶出デバイスを更に含む、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記眼内偽水晶体コンタクトレンズが、前記第１の光学レンズから延伸している複数の
突起を更に含み、
　前記アンカーが、前記突起に部分的に埋設され、或いは前記突起を通過するように構成
されている、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記突起の各々が、１つ以上の孔を含み、
　前記アンカーが、前記孔に挿入され、且つ前記孔を部分的に通過するように構成されて
いる、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記第１の光学レンズが、前記アンカーが前記レンズ材料へと挿入された後の前記アン
カーの最適位置を特定するように構成された位置合わせマーキングを含み、前記アンカー
の前記レンズ材料への挿入の間に、前記位置合わせマーキング及び前記アンカーの双方が
目視可能である、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記眼内レンズに対する特定配向を前記第１の光学レンズにもたせるために、前記第１
の光学レンズが、前記第１の光学レンズの中心軸線の周囲に不均一な重量分布を有する、
請求項１２に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記アンカーが、前記眼内偽水晶体コンタクトレンズを前記眼内レンズに対して固定す
るときに、
　前記第１の光学レンズの表面の外側部が、前記第２の光学レンズの前記レンズ材料に接
触し、且つ、
　前記第１の光学レンズの前記表面の残余部が、前記第２の光学レンズの前記レンズ材料
から離間したままであるように、前記第１の光学レンズが構成されている、請求項１２に
記載のシステム。
【請求項２０】
　眼の残存屈折異常を少なくとも部分的に矯正するように構成された第１の光学レンズと
、
　前記第１の光学レンズ上に設置され、且つ少なくとも１つの薬剤を送達するように構成
された少なくとも１つの薬剤溶出デバイスと
を含む眼内偽水晶体コンタクトレンズ
を含む器具であって、
　前記眼内偽水晶体コンタクトレンズが、眼内の眼内レンズと関係するように構成され、
前記残存屈折異常が、少なくとも部分的に前記眼内レンズに起因している、器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本開示は、概して、移植型光学デバイスに関する。より具体的には、本開示は、眼内偽
水晶体コンタクトレンズならびに関連システムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　健常者の眼において、角膜に入射した光線は、瞳孔を通過し、天然の水晶体が眼の網膜
上に光線を収束する。しかしながら、白内障やその他の障害が原因で、天然の眼の水晶体
を人工眼内レンズ（ＩＯＬ）と交換する必要にせまられることがある。「偽水晶体」の用
語は、天然の水晶体が眼内レンズと交換されている眼を説明するために用いられている。
【０００３】
　患者の眼に眼内レンズを入れる前に、一般的には、医師またはその他の担当者が、患者
の眼に対して所望の屈折矯正をもたらすように設計された眼内レンズを選択する。例えば
、眼内レンズには、近視（近眼）、遠視（老眼）、乱視、または患者の眼に自然と生ずる
その他の屈折異常を矯正するように設計された光学レンズを装備することができた。しか
しながら、患者の眼に対して選択をした眼内レンズが、患者の眼のある種の屈折異常を十
分に矯正できずに終わる（また、かような屈折異常を引き起こしかねない）ことが多々あ
る。この屈折異常は、「残存」屈折異常と称されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　残存屈折異常を矯正するための様々な選択肢は従来からあるものの、そのいずれにも欠
点がある。例えば、患者の眼内のとある眼内レンズを、別の眼内レンズと交換することは
できるが、この手法は、一般的には、外科的合併症を招く危険性が大いにある。残存屈折
異常を矯正するために、患者の眼の角膜に対して（レーシックなどの）切除手術が行われ
ることがあるが、この手法は、特に高齢の患者において、望ましくない重篤な副作用を招
くことがある。既存の眼内レンズの前に他の眼内レンズ（「ピギーバック」ＩＯＬとよく
称されている）を挿入することもできたが、この手法は、一般的には、最終的な屈折度合
の予測が困難となる侵襲的方法である。加えて、角膜内レンズ（ＩＣＬ）を、患者の眼の
角膜内に挿入することができるが、この手法は、侵襲の度合が大きい場合が多く、また、
高度の拒絶を示すことがある。概して、上記した手法は、一般的には予測不可能であり、
また、手術危険度も非常に高い。また、上記した手法で用いられるデバイス類では、残存
屈折異常を解消および「好転」させることは難しく、その結果、誘発性視覚異常の患者が
取り残される危険性が高い。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示は、眼内偽水晶体コンタクトレンズならびに関連システムおよび方法に関する。
【０００６】
　第１の実施形態において、器具は、第１の光学レンズと、複数のアンカーと、を含む、
眼内偽水晶体コンタクトレンズを含む。当該第１の光学レンズは、眼の残存屈折異常を少
なくとも部分的に矯正するように構成されている。当該アンカーは、当該眼内偽水晶体コ
ンタクトレンズを眼内レンズに対して固定するために、当該眼内レンズの前面を通じて当
該眼内レンズの第２の光学レンズを形成しているレンズ材料内に挿入されるように構成さ
れている。
【０００７】
　第２の実施形態において、システムは、眼内偽水晶体コンタクトレンズと、眼内レンズ
を含む。当該眼内偽水晶体コンタクトレンズは、眼の残存屈折異常を少なくとも部分的に
矯正するように構成されている第１の光学レンズと複数のアンカーとを含む。当該眼内レ
ンズは、第２の光学レンズを含み、当該第２の光学レンズは、レンズ材料から形成されて
いる。当該アンカーは、当該眼内偽水晶体コンタクトレンズを当該眼内レンズに対して固
定するために、当該眼内レンズの前面を通じてレンズ材料内に挿入されるように構成され
ている。
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【０００８】
　第３の実施形態において、器具は、眼の残存屈折異常を少なくとも部分的に矯正するよ
うに構成されている第１の光学レンズを含む眼内偽水晶体コンタクトレンズを含む。当該
眼内偽水晶体コンタクトレンズは、当該第１の光学レンズ上に設置された少なくとも１つ
の薬剤溶出デバイスも含み、そして、少なくとも１つの薬剤を送達するように構成されて
いる。当該眼内偽水晶体コンタクトレンズは、眼内の眼内レンズに接続されるように構成
されており、当該残存屈折異常は、少なくとも部分的に当該眼内レンズに起因するもので
ある。
【０００９】
　その他の技術的特徴部分は、以下に示した図面、詳細な説明、および請求の範囲での記
載をもってすれば、当業者に自明のことと考えられる。
【００１０】
　本開示とその特徴事項についての完全な理解をさらに促すために、添付した図面を参照
しながら、以下に本開示についての説明を行う。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズ（ＩＯＰＣＬ）の第１の実施例を示す図
である。
【図２】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズ（ＩＯＰＣＬ）の第１の実施例を示す図
である。
【図３】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズ（ＩＯＰＣＬ）の第１の実施例を示す図
である。
【図４】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズの第２の実施例を示す図である。
【図５】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズの第２の実施例を示す図である。
【図６】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズの第２の実施例を示す図である。
【図７】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズの第２の実施例を示す図である。
【図８】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズの第３の実施例を示す図である。
【図９】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズの第４の実施例を示す図である。
【図１０】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズの一例に接続した眼内レンズ（ＩＯＬ
）の一例を示す図である。
【図１１】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズの一例に接続した眼内レンズ（ＩＯＬ
）の一例を示す図である。
【図１２】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズの一例に接続した眼内レンズ（ＩＯＬ
）の一例を示す図である。
【図１３】患者の眼に載置された本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズの一例と眼内レ
ンズの一例を示す図である。
【図１４】患者の眼に載置された本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズの一例と眼内レ
ンズの一例を示す図である。
【図１５】眼内レンズに眼内偽水晶体コンタクトレンズを接続するための本開示のアンカ
ーの一例を示す図である。
【図１６】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズでのその他の構成を例示する図である
。
【図１７】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズでのその他の構成を例示する図である
。
【図１８】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズでのその他の構成を例示する図である
。
【図１９】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズでのその他の構成を例示する図である
。
【図２０】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズでのその他の構成を例示する図である
。
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【図２１Ａ】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズでのその他の構成を例示する図であ
る。
【図２１Ｂ】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズでのその他の構成を例示する図であ
る。
【図２２Ａ】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズでのその他の構成を例示する図であ
る。
【図２２Ｂ】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズでのその他の構成を例示する図であ
る。
【図２３】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズでのその他の構成を例示する図である
。
【図２４】本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズでのその他の構成を例示する図である
。
【図２５】眼内レンズと共に本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズを使用する方法を例
示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本明細書に記載の本発明の要旨を説明するために用いた後述する図１～図２５と様々な
実施形態は、例示目的のものに他ならず、本発明の範囲を限縮する意図として解釈すべき
ではない。当業者であれば、本発明の要旨が、適切に構成されたいかなるタイプのデバイ
スまたはシステムについても実施可能であることは理解されるであろう。
【００１３】
　本開示は、眼内レンズ（ＩＯＬ）と組み合わせて使用することができる様々な眼内偽水
晶体コンタクトレンズ（ＩＯＰＣＬ）を提供する。概して、眼内偽水晶体コンタクトレン
ズとは、患者の眼内に移植することが可能であり、かつ患者の眼内の眼内レンズの前面に
装着されるコンタクトレンズ型のデバイスのことを指す。本眼内偽水晶体コンタクトレン
ズは、水晶体切除（白内障）手術後など、眼内レンズを移植した後に存在する残存屈折異
常を実質的に矯正する。
【００１４】
　従来の手法とは異なり、眼内偽水晶体コンタクトレンズは、手術危険度が小さいままに
移植することができる。さらに、眼内偽水晶体コンタクトレンズは、眼内偽水晶体コンタ
クトレンズを移植した直後でも、患者に目視をさせることができる。さらに、残存屈折異
常を矯正するために他のレンズが必要である場合や、必要に応じて除去した場合でさえも
、眼内偽水晶体コンタクトレンズは容易に交換することができる。加えて、現在利用可能
な術中波面収差などの手法を用いて、眼内偽水晶体コンタクトレンズを移植している真最
中に屈折度合を計測することができ、このことは、所望の屈折度合の獲得について即座に
確認するうえで役立つ。
【００１５】
　図１～図３は、本開示の１番目の例の眼内偽水晶体コンタクトレンズ（ＩＯＰＣＬ）１
００を示している。具体的には、図１は、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００の斜視図
であり、図２は、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００の平面図であり、かつ図３は、図
２の線Ａ－Ａに関する眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００の断面図である。
【００１６】
　図１～図３で示したように、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００は、光学レンズ１０
２を含む。光学レンズ１０２は、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００の一部として図示
されており、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００を透過する光線を屈折させる。そして
、光学レンズ１０２を透過した光線は、患者の眼の網膜に到達する前に、固定された眼内
レンズを透過する。
【００１７】
　光学レンズ１０２は、あらゆる適切な素材、例えば、シリコーンやアクリルなどから形
成することができる。また、光学レンズ１０２は、金型や旋盤切削製造プロセスを用いる
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などのあらゆる適切な方法で形成することができる。広範なジオプターを有する他のレン
ズ１０２を設計および製造することができ、また、各々の光学レンズ１０２は、あらゆる
屈折異常を適正に矯正するように構成することができる。矯正可能な屈折異常の種類とし
て、近視、遠視、および乱視などがある。
【００１８】
　この例において、光学レンズ１０２は、凸状の上面と凹状の底面を有している。しかし
ながら、光学レンズ１０２は、矯正しようとする（少なくとも１部の）屈折異常の種類に
応じて、他のあらゆる適切な形状とすることもできる。具体例として、光学レンズ１０２
は、凸状、凹状、球面状、非球面状、円環状、単焦点、または多焦点のものとすることも
できる。眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００の光学レンズ１０２として好適に使用され
るレンズプラットフォームは、患者の眼にもたらす所望の屈折矯正に応じて選択すること
ができる。光学レンズ１０２それ自体を、（トーリックプラットフォームの形成のためな
ど）眼内レンズに対して所望の方向で配置させるために、光学レンズ１０２の重量を大き
くしたり、あるいは光学レンズ１０２を着色し、光発色性に加工し、または紫外線（ＵＶ
）吸収剤を含有させたりするなど、光学レンズ１０２に対して、必要または所望に応じて
、その他の様々な特徴を付加させることもできる。
【００１９】
　複数の突起１０４ａ～１０４ｂが、光学レンズ１０２の複数の箇所から伸びている。突
起１０４ａ～１０４ｂは、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００の下方に伸びている複数
のアンカー１０６ａ～１０６ｂを固定するために使用される。突起１０４ａ～１０４ｂの
各々は、あらゆる適切な素材から形成することができ、また、あらゆる適切な方法で形成
することができる。例えば、突起１０４ａ～１０４ｂを、光学レンズ１０２を形成する本
体の一部とすることができ、すなわち、光学レンズ１０２それ自体は拡張することとなる
。しかしながら、このようにする必要があるとは限らない。例えば、光学レンズ１０２を
、突起１０４ａ～１０４ｂと一体的に形成したり、または突起１０４ａ～１０４ｂに固定
された止め輪の内部に設置してみたり、あるいは接着剤やその他の好適な接着手段を用い
て、突起１０４ａ～１０４ｂを光学レンズ１０２に取り付けることもできる。この例では
２つの突起１０４ａ～１０４ｂを図示しているが、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００
は、単一の突起を含めて、いかなる個数の突起でも利用することができる。
【００２０】
　アンカー１０６ａ～１０６ｂは、眼内レンズに対して眼内偽水晶体コンタクトレンズ１
００を固定するために使用される。例えば、患者の眼に対して眼内偽水晶体コンタクトレ
ンズ１００が挿入された後に、外科医またはその他の担当者は、突起１０４ａ～１０４ｂ
または眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００のその他の箇所を眼内レンズ上に載置するこ
とができる。こうすることで、アンカー１０６ａ～１０６ｂは、眼内レンズの前方（前側
）表面に対して導入され、そして、眼内レンズに対する眼内偽水晶体コンタクトレンズ１
００の固定を補助する。アンカー１０６ａ～１０６ｂの各々は、眼内レンズに対する眼内
偽水晶体コンタクトレンズの固定に適したあらゆる構造を具備する。この例では、アンカ
ー１０６ａ～１０６ｂを、有刺ピンまたはリブ付ピンで表しているが、ねじくぎなどのそ
の他のタイプのアンカーも使用することができる。アンカー１０６ａ～１０６ｂの各々は
、あらゆる適切な素材から形成することができ、また、あらゆる適切な方法で形成するこ
とができる。この例では２つのアンカー１０６ａ～１０６ｂを図示しているが、眼内偽水
晶体コンタクトレンズ１００は、単一のアンカーを含めて、いかなる個数のアンカーも利
用することができることに留意されたい。
【００２１】
　図１～図３に記載の眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００では、アンカー１０６ａ～１
０６ｂを、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００の突起１０４ａ～１０４ｂに永久埋め込
みすることができる。しかしながら、このようにする必要があるとは限らない。
【００２２】
　図４～図７は、本開示の２番目の例の眼内偽水晶体コンタクトレンズ４００を示してい
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る。特に、図４は、眼内偽水晶体コンタクトレンズ４００の斜視図であり、かつ図５は、
眼内偽水晶体コンタクトレンズ４００の平面図である。また、図６は、図５の線Ｂ－Ｂに
関する眼内偽水晶体コンタクトレンズ４００の断面図であり、かつ図７は、眼内偽水晶体
コンタクトレンズ４００の底面図である。
【００２３】
　図４～図７で示したように、眼内偽水晶体コンタクトレンズ４００は、眼内偽水晶体コ
ンタクトレンズ１００を構成しているものと同一または同様の様々な要素を具備している
。例えば、眼内偽水晶体コンタクトレンズ４００は、光学レンズ４０２と複数の突起４０
４ａ～４０４ｂを含む。また、眼内偽水晶体コンタクトレンズ４００は、複数のアンカー
４０６ａ－４０６ｂを用いて、眼内レンズに対して固定されている。しかしながら、この
例での眼内偽水晶体コンタクトレンズ４００は、突起４０４ａ～４０４ｂを通って形成さ
れた孔４０８ａ～４０８ｂを含んでおり、アンカー４０６ａ～４０６ｂは、その孔４０８
ａ～４０８ｂへと挿入される。
【００２４】
　光学レンズ４０２は、あらゆる適切な素材、例えば、シリコーンやアクリルなどから形
成することができる。また、光学レンズ４０２は、金型や旋盤切削製造プロセスを用いる
などのあらゆる適切な方法で形成することができる。広範なジオプターを有する他のレン
ズ４０２を設計および製造することができ、また、各々の光学レンズ４０２は、あらゆる
屈折異常を適正に矯正するように構成することができる。この例において、光学レンズ４
０２は、凸状の上面と凹状の底面を有しているが、光学レンズ４０２は、矯正しようとす
る（少なくとも１部の）屈折異常の種類に応じて、他のあらゆる適切な形状とすることも
できる。具体例として、光学レンズ４０２は、凸状、凹状、球面状、非球面状、円環状、
単焦点、または多焦点のものとすることもできる。眼内偽水晶体コンタクトレンズ４００
の光学レンズ４０２として好適に使用されるレンズプラットフォームは、患者の眼にもた
らす所望の屈折矯正に応じて選択することができる。光学レンズ４０２それ自体を、（ト
ーリックプラットフォームの形成のためなど）眼内レンズに対して所望の方向で配置させ
るために、光学レンズ４０２の重量を大きくしたり、あるいは光学レンズ４０２を着色し
、光発色性に加工し、または紫外線（ＵＶ）吸収剤を含有させたりするなど、光学レンズ
４０２に対して、必要または所望に応じて、その他の様々な特徴を付加させることもでき
る。
【００２５】
　突起４０４ａ～４０４ｂの各々は、あらゆる適切な素材から形成することができ、また
、あらゆる適切な方法で形成することができる。例えば、突起４０４ａ～４０４ｂを、光
学レンズ４０２を形成する本体の一部とすることができ、すなわち、光学レンズ４０２そ
れ自体は拡張することとなる。しかしながら、このようにする必要があるとは限らない。
例えば、光学レンズ４０２を、突起４０４ａ～４０４ｂと一体的に形成したり、または突
起４０４ａ～４０４ｂに固定された止め輪の内部に設置してみたり、あるいは接着剤やそ
の他の好適な接着手段を用いて、突起４０４ａ～４０４ｂを光学レンズ４０２に取り付け
ることもできる。
【００２６】
　アンカー４０６ａ～４０６ｂの各々は、眼内レンズに対する眼内偽水晶体コンタクトレ
ンズの固定に適したあらゆる構造を具備する。この例では、アンカー４０６ａ～４０６ｂ
を、有刺ピンまたはリブ付ピンで表しているが、ねじくぎなどのその他のタイプのアンカ
ーも使用することができる。アンカー４０６ａ～４０６ｂの各々は、あらゆる適切な素材
から形成することができ、また、あらゆる適切な方法で形成することができる。
【００２７】
　孔４０８ａ～４０８ｂの各々は、あらゆる適切な大きさ、形状、および寸法にすること
ができる。また、孔４０８ａ～４０８ｂの各々は、あらゆる適切な方法で形成することが
できる。例えば、幾つかの実施形態において、突起４０４ａ～４０４ｂが形成された後に
、機械式ドリルまたはレーザードリルを用いるなどして、対応する突起４０４ａ～４０４
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ｂに対して孔４０８ａ～４０８ｂを設けることができる。その他の実施形態において、突
起４０４ａ～４０４ｂの各々に、対応する孔４０８ａ～４０８ｂを設けることができる。
【００２８】
　本明細書では、２つの突起４０４ａ～４０４ｂ、２つのアンカー４０６ａ～４０６ｂ、
そして、２つの孔４０８ａ～４０８ｂを示したが、眼内偽水晶体コンタクトレンズ４００
は、あらゆる個数の突起、アンカー、および孔を含むことができることに留意されたい。
また、突起４０４ａ～４０４ｂの各々は、単一の円筒状の孔４０８ａ～４０８ｂを含むも
のとして示しているが、突起４０４ａ～４０４ｂの各々は、あらゆる適切な形状の１つ以
上の孔を含むことができる。
【００２９】
　患者の眼に対して眼内偽水晶体コンタクトレンズ４００が挿入された後に、外科医また
はその他の担当者は、眼内偽水晶体コンタクトレンズ４００を眼内レンズ上に載置するこ
とができる。眼内偽水晶体コンタクトレンズ４００の挿入前、挿入中、または挿入後に、
外科医またはその他の担当者は、アンカー４０６ａ～４０６ｂを、眼内偽水晶体コンタク
トレンズ４００に設けた孔４０８ａ～４０８ｂを介して挿入することができる。外科医ま
たはその他の担当者は、アンカー４０６ａ～４０６ｂまたは眼内偽水晶体コンタクトレン
ズ４００のその他の箇所を眼内レンズ上に載置することができる。こうすることで、アン
カー４０６ａ～４０６ｂは、眼内レンズの前面を通って導入され、そして、眼内レンズに
対する眼内偽水晶体コンタクトレンズ４００の固定を補助する。
【００３０】
　図８は、本開示の３番目の例の眼内偽水晶体コンタクトレンズ８００を示している。こ
の実施形態での眼内偽水晶体コンタクトレンズ８００は、眼内偽水晶体コンタクトレンズ
４００と構造的に同様である。眼内偽水晶体コンタクトレンズ８００は、光学レンズ８０
２、突起８０４ａ～８０４ｂ、そして、アンカーを受け入れるように構成された孔８０８
ａ～８０８ｂを含む。光学レンズ４０２、突起４０４ａ～４０４ｂ、および孔４０８ａ～
４０８ｂに関する上記したすべての開示を、図８での対応する要素に適用する。
【００３１】
　この例では、孔８０８ａ～８０８ｂは、上記した孔４０８ａ～４０８ｂと比較して、大
きな角度で傾斜されている。孔８０８ａ～８０８ｂでの大きな傾斜角は、ある特定の条件
下で必要とされ、または所望される。例えば、孔８０８ａ～８０８ｂでの大きな傾斜角は
、眼内レンズの前面がさらに大きく傾斜している場合に、眼内レンズの端部近傍にて眼内
偽水晶体コンタクトレンズ８００を固定するために使用することができる。
【００３２】
　様々な従来技術の方法は、眼内レンズに対して「アドオン」レンズを固定するものであ
ったが、これら従来技術の方法は、ある特定の眼内レンズと共に使用するために設計され
たある特定のアドオンレンズと、その特定のアドオンレンズと共に使用するために設計さ
れたその特定の眼内レンズとを必要としている。すなわち、これらのアドオンレンズは、
ある特定のタイプの眼内レンズと一緒でないと使用することができず、眼内レンズとは、
アドオンレンズと共に使用するために特別に設計されたものである。具体例として、アド
オンレンズは、対応する特定の眼内レンズの構造に符合するように設計される触覚部やそ
の他の構造を含むことができ、あるいは眼内レンズに、特定のタイプのアドオンレンズを
受け入れるように設計された窪みを備えることができる。この手法は、多くの理由から問
題を含んでいると言える。例えば、多くの患者には、すでに眼内レンズが入れられており
、かつアドオンレンズと共に用いるためにデザインされる新規の眼内レンズを移植するた
めに、既存の眼内レンズの除去を試みることは、現実的ではなく、あるいは危険ですらあ
るかもしれない。
【００３３】
　本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズのアンカーは、眼内レンズを形成する既存のレ
ンズ材料へと導かれるので、図１～図８に示された実施形態での眼内偽水晶体コンタクト
レンズ１００、４００、８００は、これらの課題の解消にむけた助けとなる。換言すれば
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、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００、４００、８００では、あらゆる特定の眼内レン
ズでの個別の構造に特化して機能するように設計をする必要がない。むしろ、眼内偽水晶
体コンタクトレンズ１００、４００、８００が眼内レンズ上に載置された時に、そのアン
カーを、眼内レンズのレンズ材料へ導入することができるように、眼内偽水晶体コンタク
トレンズ１００、４００、８００は、大きさだけを加減すればよい。このことは、眼内偽
水晶体コンタクトレンズ１００、４００、８００を、異なるタイプの眼内レンズやすでに
患者に移植されている既存の眼内レンズを含む多種多様の眼内レンズと共に使用すること
を許容するものである。新規の眼内レンズと、眼内偽水晶体コンタクトレンズを装着する
ために、既存の眼内レンズを患者から除去する必要はない。
【００３４】
　さらに、眼内レンズから眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００、４００、８００を除去
するために、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００、４００、８００のアンカーを、眼内
レンズのレンズ材料から容易に除去することができる。何よりも、異なった屈折矯正を必
要としていたり、所望されていたりする場合には、除去される眼内偽水晶体コンタクトレ
ンズに代えて、別の眼内偽水晶体コンタクトレンズを入れることを許容する。
【００３５】
　図９は、本開示の４番目の例の眼内偽水晶体コンタクトレンズ９００を示している。図
９に示したように、眼内偽水晶体コンタクトレンズ９００は、上記した光学レンズと同一
または同様のものであり得る光学レンズ９０２を含む。眼内偽水晶体コンタクトレンズ９
００は、上記した突起と同一または同様のものであり得る突起９０４ａ～９０４ｂも含む
。
【００３６】
　上記した眼内偽水晶体コンタクトレンズとは異なり、本明細書に記載の突起９０４ａ～
９０４ｂは、触覚ループ９０６ａ～９０６ｂと接続されている。患者の眼の水晶体嚢の一
部９０８ａ～９０８ｂに対して眼内偽水晶体コンタクトレンズ９００を固定するために、
触覚ループ９０６ａ～９０６ｂは使用される。触覚ループ９０６ａ～９０６ｂは、あらゆ
る適切な素材から形成され、また、あらゆる適切な方法で形成することができる。例えば
、触覚ループ９０６ａ～９０６ｂを、ポリイミドから形成することができる。また、触覚
ループ９０６ａ～９０６ｂは、あらゆる適切な大きさ、形状、および寸法を有することが
できる。具体例として、触覚ループ９０６ａ～９０６ｂを、約２ｍｍ～４ｍｍの長さとす
ることができる。また、所望であれば、触覚ループ９０６ａ～９０６ｂを下方に（約３°
の角度などで）傾斜させて、前嚢壁に対する固着を容易にすることもできる。
【００３７】
　本明細書では、２つの突起と２つの触覚ループが示されているが、眼内偽水晶体コンタ
クトレンズ９００は、いかなる個数の突起と触覚ループを含むことができることに留意さ
れたい。また、図示してはいないが、触覚ループとアンカーとの組み合わせも、眼内偽水
晶体コンタクトレンズ９００において利用することができる。例えば、突起９０４ａ～９
０４ｂを触覚ループ９０６ａ～９０６ｂに対して固定することができ、また、アンカーを
、突起９０４ａ～９０４ｂに挿入または埋設することもできる。その他の例として、突起
の一方を触覚ループ９０６ａ～９０６ｂに対して固定し、そして、アンカーを、他方の突
起９０４ａ～９０４ｂに挿入または埋設することもできる。　
【００３８】
　また、アンカーおよび触覚ループが、眼内レンズに対して眼内偽水晶体コンタクトレン
ズを固定するためのものであると上記されているが、眼内レンズに対して眼内偽水晶体コ
ンタクトレンズを固定するために、その他のあらゆる適切な機構が利用できることに留意
されたい。例えば、眼内偽水晶体コンタクトレンズは、光学レンズ（突起の有無を問わな
い）を含むことができ、そして、眼内偽水晶体コンタクトレンズは、眼内レンズの前面で
、表面張力を介して眼内レンズ上の所定の位置に保持されることとなる。
【００３９】
　上記した様々な眼内偽水晶体コンタクトレンズは、あらゆる大きさ、形状、および寸法
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とすることができる。例えば、眼内偽水晶体コンタクトレンズは、約４ｍｍ～約６ｍｍの
範囲の直径とすることができる。また、眼内偽水晶体コンタクトレンズは、それらの光学
レンズに応じて変化させた曲率ベースで利用することができる。当然のことながら、特定
の患者の眼の残存屈折異常を矯正するために１つ以上の特定の曲率が必要とされる場合に
は、眼内偽水晶体コンタクトレンズを、当該患者の眼のために特別に設計することもでき
る。
【００４０】
　本明細書に記載の眼内偽水晶体コンタクトレンズは、非侵襲的に患者の眼に移植するこ
とができ、また、眼内レンズ上に容易に設置することができる。眼内偽水晶体コンタクト
レンズは、眼内レンズの前面の上に載置されるものであって、一般的には、外科医または
他の担当者は移植作業を行っている間に容易にそこまで到達できるため、この移植は非侵
襲的である。また、幾つかの眼内偽水晶体コンタクトレンズでは、患者の眼のスクラス（
ｓｕｃｕｌｕｓ）などの患者の眼の内部の解剖学的構造に対する眼内偽水晶体コンタクト
レンズの固定を必要とせずに、眼内レンズに対する固定が可能であるので、この移植は非
侵襲的である。
【００４１】
　眼内偽水晶体コンタクトレンズの非侵襲的な移植と設置の容易性は、水晶体切除術後な
どに認められる好ましくない残存屈折異常を矯正するための安全かつ効果的な屈折外科手
術を提供する。屈折手段として、眼内偽水晶体コンタクトレンズは、微細に調整をして所
望の屈折を得て患者の視力を改善する目的で、偽水晶体患者の目下の屈折異常を改変しよ
うとする外科医の手腕に寄与する。この機能の具体例は、単眼または両眼の正視を実現す
るために、中間視覚機能および近視覚機能を許容する単眼近視を誘発するために、多焦点
を導入するために、そして、好ましくない残存乱視を治療するために、患者の眼の調整を
許容することを含む。
【００４２】
　図１～図９では、眼内偽水晶体コンタクトレンズの例を記載しているが、様々な改変を
図１～図９に加えることができる。例えば、上記した図での特定の特徴の組み合わせにつ
いての記載の有無にかかわらず、図１～図９に示された特徴の組み合わせを、単一の眼内
偽水晶体コンタクトレンズで用いることができる。また、各々の眼内偽水晶体コンタクト
レンズは、図に示した各々の要素を、あらゆる適切な個数で含むことができる。加えて、
アンカーおよび触覚ループを、光学レンズからの突起物として示しているが、（光学レン
ズが、残存屈折異常を矯正するために必要な光学レンズよりも大きな場合など）アンカー
および触覚ループを、むしろ光学レンズに対して直接に用いることができる。
【００４３】
　図１０～図１２は、本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００の一例に接続した眼
内レンズ（ＩＯＬ）１０００の一例を示す図である。特に、図１０は、システムの斜視図
であり、図１１は、システムの平面図であり、かつ図１２は、図１１の線Ｃ－Ｃに関する
システムの断面図である。
【００４４】
　図１０および図１１に示したように、眼内レンズ１０００は、光学レンズ１００２およ
び複数の触覚部１００４ａ～１００４ｂを含む。光学レンズ１００２は、眼に入射する光
線（眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００を透過する光線を含む）を受け、そして、患者
の眼の網膜上に収束する。触覚部１００４ａ～１００４ｂは、光学レンズ１００２を患者
の眼内の所望の位置での支持を補助する。例えば、眼内レンズ１０００全体を、患者の眼
の水晶体嚢内に置くことができ、そして、触覚部１００４ａ～１００４ｂは、光学レンズ
１００２を所望の位置で支持するために、水晶体嚢の内壁と接触することができる。
【００４５】
　図１０～図１２に示した通り、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００は、眼内レンズ１
０００の上に載置され、そして、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００のアンカー１０６
ａ～１０６ｂは、眼内レンズ１０００の前面を通って、光学レンズ１００２のレンズ材料
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１００６へと導かれる。上記したように、この操作は、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１
００を、眼内レンズ１０００に対して固定する。さらに、この操作は、眼内偽水晶体コン
タクトレンズ１００と共に使用するために特別に設計される眼内レンズ１０００を必要と
せずに行うことができ、また、眼内レンズ１０００と共に使用するために特別に設計され
る眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００を必要とせずに行うことができる。
【００４６】
　患者の眼にすでに眼内レンズ１０００が移植されており、かつ過剰な手術危険度を負わ
ないと除去することができず、または（偽水晶体が長期間あるが故に）除去することが全
く不可能である場合などの様々な条件下では、この操作が効果的である。また、選択した
眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００が、残存屈折異常を改善せず、あるいは眼内偽水晶
体コンタクトレンズ１００が、新たな屈折異常を招くようであれば、眼内レンズ１０００
から眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００を除去するために、レンズ材料１００６からア
ンカー１０６ａ～１０６ｂを引き抜くことができる。次いで、同一の方法または同様の方
法で、別の眼内偽水晶体コンタクトレンズを、眼内レンズ１０００の上に載置することが
できる。
【００４７】
　図１２において、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００の外側部は、実際に、レンズ材
料１００６へと導かれていることに留意されたい。しかしながら、このことは必要である
とは限らない。さらに、図１２において、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００の外側部
だけがレンズ材料１００６と接触しており、また、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００
内の光学レンズ１０２の下面の残余部分が、レンズ材料１００６から離間している。しか
しながら、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００内の光学レンズ１０２の下面のさらに多
くの部分（または実質的に全表面）を、レンズ材料１００６と接触させることができる。
【００４８】
　図１０～図１２は、眼内偽水晶体コンタクトレンズの一例に接続した眼内レンズの一例
を示しているが、図１０～図１２に対して様々な改変を加えることもできる。例えば、眼
内レンズ１０００を、上記したコンタクトレンズ４００または８００のような、あらゆる
他の眼内偽水晶体コンタクトレンズと接続することができる。また、数多くの眼内レンズ
が利用可能であり、かつ眼内レンズ１０００は、ある特定の眼内レンズである。眼内偽水
晶体コンタクトレンズは、その他のあらゆる適切な眼内レンズと接続することができる。
【００４９】
　図１３および図１４は、眼内レンズ１０００の一例と、患者の眼内の本開示の眼内偽水
晶体コンタクトレンズ１３００の一例と、を示す。図１３および図１４に示したように、
眼１３００は、角膜１３０２、強膜１３０４、および虹彩１３０６を含む。角膜１３０２
は、眼１３００の前方部に位置し、眼１３００に入る光線を透過する。強膜１３０４は、
眼の頑丈な外側の白色部である。虹彩１３０６は、眼の瞳孔の大きさを調節し、それによ
り、角膜１３０２から眼１３００の内部に入る光線の量を調節する。
【００５０】
　眼１３００は、概して、眼１３００の天然の水晶体を支持する水晶体嚢１３０８も含む
。しかしながら、この例では、天然の水晶体は除去されており、かつ眼内レンズ１０００
と交換されている。眼内レンズ１０００の触覚部１００４ａ～１００４ｂは、眼内レンズ
１０００の光学レンズ１００２を眼内の所望の位置に納められるように、水晶体嚢１３０
８内の眼内レンズ１０００の支持を助けている。
【００５１】
　また、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００は、水晶体嚢１３０８内の眼内レンズ１０
００の上に載置される。眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００は、眼内レンズ１０００の
前面、つまりは、眼１３００に対して眼内レンズ１０００の前方表面の上に載置される。
光線の修正を行う眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００に到達する以前に、光線は角膜１
３０２を透過し、そして、瞳孔を通過する。次いで、修正を受けた光線は、眼内レンズ１
０００の光学レンズ１００２を通過し、そして、改めて修正を受ける。そして、二度にわ
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たって修正を受けた光線は、眼１３００の奥にある網膜へと到達するために、眼１３００
の残余の箇所を通る。
【００５２】
　眼内偽水晶体コンタクトレンズ１００の光学レンズ１０２を適切に選択することで、眼
内偽水晶体コンタクトレンズ１００は、眼内レンズ１０００を移植した後になおも解消さ
れていない残存屈折異常を適切に矯正することができる。眼内偽水晶体コンタクトレンズ
１００が、残存屈折異常を適切に矯正していない場合や、あるいは眼内偽水晶体コンタク
トレンズ１００が、新たな屈折異常を招いている場合などは、必要に応じて、眼内偽水晶
体コンタクトレンズ１００を除去して、他の眼内偽水晶体コンタクトレンズと交換するこ
ともできる。
【００５３】
　図１３および図１４は、眼内レンズの一例と患者の眼内にある眼内偽水晶体コンタクト
レンズの一例を示しているが、図１３および図１４に対して様々な改変を加えることもで
きる。例えば、眼内レンズ１０００を、上記したコンタクトレンズ４００または８００の
ような、あらゆる他の眼内偽水晶体コンタクトレンズと接続することができる。また、数
多くの眼内レンズが利用可能であり、かつ眼内偽水晶体コンタクトレンズは、眼１３００
内のその他のあらゆる適切な眼内レンズと接続することができる。加えて、眼内レンズを
眼の水晶体嚢内に置く必要はなく、その場合、眼内偽水晶体コンタクトレンズも水晶体嚢
内に置かない。
【００５４】
　図１５は、眼内レンズに眼内偽水晶体コンタクトレンズを接続するための本開示のアン
カー１５００の一例を示す。例えば、アンカー１５００は、上記した眼内偽水晶体コンタ
クトレンズのいずれとも組み合わせて使用することができる。
【００５５】
　図１５に示したように、アンカー１５００は、頭部１５０２と軸部１５０４を含む。頭
部１５０２は、アンカー１５００の頂部であり、軸部１５０４より大きく描かれているが
、アンカー１５００の使われ方（頭部１５０２が突起に埋設される場合があるなど）に応
じて変わるものであって、このようにするとは限らない。軸部１５０４は、頭部１５０２
から鋭利な先端部１５０６に向けて下方に伸びる。先端部１５０６は、眼内レンズのレン
ズ材料に挿入されるように設計される。また、軸部１５０４は、有刺箇所またはリブ付箇
所１５０８も含んでおり、これらは、眼内レンズのレンズ材料へ挿入されるように設計さ
れており、かつ眼内レンズのレンズ材料からの軸部１５０４の除去に対して抵抗する（し
かし、実質的に阻むものではない）。この構造は、眼内レンズのレンズ材料への眼内偽水
晶体コンタクトレンズの固定を補助しつつ、必要であれば、または所望されれば、患者の
眼からの眼内偽水晶体コンタクトレンズの除去も依然と許容する。
【００５６】
　図１５では、眼内レンズに対して眼内偽水晶体コンタクトレンズを固定するためのアン
カー１５００の一例を記載しているが、様々な改変を図１５に加えることができる。例え
ば、アンカーは、あらゆる大きな頭部が無くとも使用でき、またはあらゆる有刺箇所また
はリブ付箇所が無くとも使用できる。また、眼内レンズに対して眼内偽水晶体コンタクト
レンズを固定するために、その他のあらゆるアンカーが使用できる。
【００５７】
　図１６～図２４は、本開示の眼内偽水晶体コンタクトレンズで利用できるその他の構成
を例示している。これら構成の適切でない組み合わせ、これら構成のある適切な組み合わ
せ、またはこれら構成のあらゆる適切な組み合わせに、上記したあらゆる眼内偽水晶体コ
ンタクトレンズを含む眼内偽水晶体コンタクトレンズを用いることができる。
【００５８】
　図１６は、上記した対応する要素と同一または同様とすることができる光学レンズ１６
０２と突起１６０４ａ～１６０４ｂを含む眼内偽水晶体コンタクトレンズ１６００の平面
図である。図示していないが、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１６００も、複数のアンカ
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ーを受け入れるように構成された複数の孔を含む。
【００５９】
　加えて、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１６００は、位置合わせマーキング１６０６ａ
～１６０６ｂを含む。位置合わせマーキング１６０６ａ～１６０６ｂは、概して、孔に一
旦通されたアンカーの所望の位置または最適の位置を決定する。例えば、光学レンズ１６
０２および突起１６０４ａ～１６０４ｂは実質的に透明にすることができるので、突起１
６０４ａ～１６０４ｂに挿入され、かつ眼内偽水晶体コンタクトレンズ１６００の下部に
位置するアンカーを、眼内偽水晶体コンタクトレンズ１６００越しに見ることができる。
位置合わせマーキング１６０６ａ～１６０６ｂは、下層側にある眼内レンズのレンズ材料
にアンカーが曲がって挿入されておらず、ましてやレンズ材料が完全に欠落することもな
く、下層側にある眼内レンズのレンズ材料にアンカーが真っすぐに挿入されているか否か
の確認を助けるために、外科医または他の担当者が使用することができる。加えて、これ
らのマーカー１６０６ａ～１６０６ｂは、外科医または他の担当者が、光学レンズ１６０
２を所望の軸に定めることを可能にするために、トーリック適用における屈折矯正（シリ
ンダー）を特定するために使用することができる。
【００６０】
　図１７は、上記した対応する要素と同一または同様とすることができる光学レンズ１７
０２と突起１７０４ａ～１７０４ｂを含む眼内偽水晶体コンタクトレンズ１７００の平面
図である。突起１７０４ａ～１７０４ｂは、複数のアンカーを受け入れるように構成され
た孔を含んでいるものとして記載されているが、アンカーの先端が突起１７０４ａ～１７
０４ｂに埋設されている場合などもあるので、必要とされないこともある。
【００６１】
　眼内偽水晶体コンタクトレンズ１７００は、光学レンズ１７０２の少なくとも一部に形
成された薬剤溶出性マトリックス１７０６も含む。この例では、薬剤溶出性マトリックス
１７０６を、少なくとも１つの薬剤、できれば、薬剤の放出を調節するゲルや他の手段に
薬剤が納まったものが塗布されている光学レンズ１７０２での小さな区画として示してい
る。一旦移植が施されると、薬剤溶出性マトリックス１７０６は、患者の眼に向けて薬剤
を放出する。
【００６２】
　あらゆる適切な薬剤、例えば、緑内障やブドウ膜炎の治療薬（これらに限定されない）
などを光学レンズ１７０２に塗布することができる。この塗布作業には、あらゆる適切な
塗布パターンが利用でき、また、あらゆる適切な方法で実施することができる。例えば、
約０．５ｍｍの厚さを有し、パターンの中心に開口部または「ドーナツの穴」を有するリ
ングなどの輪状パターンで薬剤を塗布することができる。光学レンズ１７０２の光学中心
における「スリットデザイン」などの光学的有効性（焦点深度の増大、シリンダー現象、
あるいは好ましくない収差の改善など）を伴う視力改善をもたらすような他の塗布方法を
用いることもできる。
【００６３】
　図１８は、上記した対応する要素と同一または同様とすることができる光学レンズ１８
０２と突起１８０４ａ～１８０４ｂを含む眼内偽水晶体コンタクトレンズ１８００の平面
図である。突起１８０４ａ～１８０４ｂは、複数のアンカーを受け入れるように構成され
た孔を含んでいるものとして記載されているが、アンカーの先端が突起１８０４ａ～１８
０４ｂに埋設されている場合などもあるので、必要とされないこともある。
【００６４】
　眼内偽水晶体コンタクトレンズ１８００は、光学レンズ１８０２の少なくとも一部に形
成された薬剤溶出性フィルム１８０６も含む。この例では、フィルム１８０６を、少なく
とも１つの薬剤を送達することができる薬剤溶出性物質が塗布されている光学レンズ１８
０２での連続区画として示している。あらゆる適切な薬剤を光学レンズ１８０２に塗布す
ることができ、また、この塗布作業には、あらゆる適切な塗布パターンが利用でき、また
、あらゆる適切な方法で実施することができる。この例では、約０．５ｍｍの厚さを有す
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るリングなどの輪状パターンで薬剤を塗布することができる。光学レンズ１８０２の光学
中心における「スリットデザイン」などの光学的有効性を伴う視力改善をもたらすような
他の塗布方法を用いることもできる。具体例として、フィルム１８０６を、薬剤溶出性ヒ
ドロゲルとすることができる。
【００６５】
　図１９は、上記した対応する要素と同一または同様とすることができる光学レンズ１９
０２と突起１９０４ａ～１９０４ｂを含む眼内偽水晶体コンタクトレンズ１９００の斜視
図である。突起１９０４ａ～１９０４ｂは、複数のアンカーを受け入れるように構成され
た孔を含んでいるものとして記載されているが、アンカーの先端が突起１９０４ａ～１９
０４ｂに埋設されている場合などもあるので、必要とされないこともある。
【００６６】
　眼内偽水晶体コンタクトレンズ１９００は、光学レンズ１９０２の端部の少なくとも一
部に沿って形成された薬剤溶出性リング１９０６も含む。リング１９０６は、一旦移植が
施されると、患者の眼の中に少なくとも１つの薬剤を溶出させる。リング１９０６は、光
学レンズ１９０２の周囲全体に連続的に配置してもよく、あるいはそうしなくともよい。
幾つかの実施形態において、１つ以上のリング１９０６を用いることができ、これらリン
グの各々は、長さが約３ｍｍで、幅が約０．５ｍｍである。特定の実施形態において、リ
ング１９０６は、光学レンズ１９０２の端部に沿って形成されたポリイミドまたはその他
の貯留槽とすることができる。
【００６７】
　図１７～図１９では、眼内偽水晶体コンタクトレンズのための薬剤溶出性構造の具体例
を例示していることに留意されたい。しかしながら、１つ以上の他のあらゆるタイプの薬
剤溶出性構造を、眼内偽水晶体コンタクトレンズの１つ以上の箇所で使用することができ
る。
【００６８】
　図２０は、上記した対応する要素と同一または同様とすることができる光学レンズ２０
０２を含む眼内偽水晶体コンタクトレンズ２０００の断面図である。また、眼内偽水晶体
コンタクトレンズ２０００は、複数の突起２００４ａ～２００４ｂを含む。上記した例に
おいて、突起は、対角にて固定した光学レンズから離間して伸びているので、眼内レンズ
の前面へのアンカーの順方向固定配置を確実ならしめることを助ける生体の拮抗作用を引
き出すことができる。しかしながら、このことは必要とされないこともあり、また、図２
０の眼内偽水晶体コンタクトレンズ２０００の突起２００４ａ～２００４ｂは、概して、
互いに線状に伸びている。突起２００４ａ～２００４ｂに設けた孔２００６ａ～２００６
ｂは、図２０に示したように、垂直方向に真っ直ぐに形成することができ、あるいは（図
１９に示したように）傾斜を付けて形成することができ、それは、アンカーを、光学レン
ズ２００２の中心軸に向けて内側に向けることを助けることとなる。
【００６９】
　図２１Ａ～図２４は、眼内偽水晶体コンタクトレンズを含むことができる様々な光学レ
ンズの例を示している。しかしながら、他のあらゆる適切な光学レンズを、眼内偽水晶体
コンタクトレンズに使用することができる。図２１Ａおよび図２１Ｂでは、厚みが違う光
学レンズ２１００および２１５０が示されている。光学レンズ２１００は、中央部の厚み
が大きく、また、上面側と底面側の双方が概して球面状である。光学レンズ２１５０は、
中央部の厚みが小さく、また、上面側が幾分か平坦化されている。
【００７０】
　図２２Ａおよび図２２Ｂは、個々に拡張部２２０２および２２５２を備えた光学レンズ
２２００および２２５０の例を示している。拡張部２２０２および２２５２は、光学レン
ズ２２００および２２５０のその他の対応する箇所よりも大きな重量を有しており、拡張
部２２０２および２２５２の大きな重量が故に、光学レンズ２２００および２２５０を、
図２２Ａおよび図２２Ｂに示した配向にする。換言すれば、光学レンズ２２００および２
２５０は、光学レンズ２２００および２２５０の中央軸の周囲に不均一な重量分布を有し
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ているのである。例えば、光学レンズ２２００および２２５０が球面状で、かつ患者の眼
に固有の屈折異常（乱視など）を矯正する上で特定の配向を必要とする場合に、この例は
有用なものとなり得る。拡張部２２０２および２２５２は、光学レンズ内の１つの四分円
に設けた光学レンズの拡張端部など、光学レンズのあらゆる拡張部を意味するものである
。
【００７１】
　図２２Ａにおいて、拡張部２２０２は、概して、光学レンズ２２００の端部の上面側表
面と底面側表面と同等の上面側表面と底面側表面を備えている。図２２Ｂは、光学端部を
強調している透視図である。拡張部２２０２および２２５２の各々は、眼内偽水晶体コン
タクトレンズ２２００および２２５０が、要求された軸にシリンダー矯正を位置合わせす
ることを可能とし、そして、良好な安定性をもたらし、かつ好ましくない回転を回避する
ための手段を提供する。
【００７２】
　図２３は、光学レンズ２３００の一例を示しており、レンズ２３００は、トーリックレ
ンズである。トーリックレンズとは、異なる屈折力を有し、かつ異なる垂直配向に焦点距
離を有するレンズを指す。このことは、図２３に示されており、光学レンズ２３００の上
面２３０２は、一方向に（図面に対して垂直に）湾曲しており、かつ光学レンズ２３００
の底面２３０４は、垂直方向に（図面の左から右へと）湾曲している。
【００７３】
　図２４は、多焦点を支持する非球面状光学レンズ２４００の一例を示している。図２４
において、光学レンズ２４００は、中央部２４０２と、球面状部分２４０２を包囲してい
る１つ以上の環状部２４０４～２４０６と、を含む。他の区画２４０２～２４０６を、異
なる屈折力をもたらすように設計することができる。例えば、区画２４０２～２４０６の
一部を近見視力のために設計する一方で、区画２４０２～２４０６のその他の部分を遠見
視力のために設計することもできる。
【００７４】
　概して、残存屈折異常を抱えた患者に対して所望の屈折矯正を行うために、多種多様な
光学レンズが、眼内偽水晶体コンタクトレンズに用いることができる。特定の患者に対す
る１つ以上の　眼内偽水晶体コンタクトレンズを、患者の眼に必要とされる屈折矯正のタ
イプに応じて、選択または設計することができる。
【００７５】
　図１６～図２４では、眼内偽水晶体コンタクトレンズを用いて利用することができるそ
の他の特性の例について示しているが、図１６～図２４に対して様々な改変を加えること
ができる。例えば、各々の眼内偽水晶体コンタクトレンズまたは光学レンズは、眼内偽水
晶体コンタクトレンズまたは光学レンズについて示した個々の特性を、あらゆる個数で含
むことができる。また、他の特性、あるいは追加の特性を、上記した眼内偽水晶体コンタ
クトレンズを用いて利用することができる。
【００７６】
　図２５は、本開示にしたがって、眼内レンズと共に眼内偽水晶体コンタクトレンズを使
用する方法２５００の例を示している。図２５に示したように、眼内レンズを装着した患
者の眼での残存屈折異常が、ステップ２５０２で確認される。この作業には、例えば、担
当者が、患者の視力を検査し、そして、眼内レンズ１０００を移植した後もなお屈折異常
が残存していることを確認する、ことも含めることができる。この検査は、術中波面収差
測定法を用いるなどして、あらゆる適切な方法で実施することができる。この検査の目的
の一つは、患者の眼に眼内レンズの移植を行った後に、患者の眼にどのような屈折異常が
存在しているのかを確認可能にすることにある。この検査は、水晶体切除術法を行った後
など、いかなる適切な時点でも実施することができる。
【００７７】
　眼内偽水晶体コンタクトレンズは、ステップ２５０４で、確認された残存屈折異常を（
望ましくは）矯正するために選択される。この作業には、例えば、担当者が、キットから
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眼内偽水晶体コンタクトレンズを選択し、選択した眼内偽水晶体コンタクトレンズが、確
認された残存屈折異常を実質的に緩和する光学レンズを備える、ことも含めることができ
る。また、この作業には、担当者が、キットから光学レンズを選択し、かつその光学レン
ズを眼内偽水晶体コンタクトレンズに挿入し、選択した光学レンズが、確認された残存屈
折異常を実質的に解消する、ことも含めることができる。さらに、この作業には、担当者
が、特別設計の光学レンズを備えた眼内偽水晶体コンタクトレンズを取得し、あるいは眼
内偽水晶体コンタクトレンズに挿入するための特別設計の光学レンズを取得し、それら特
別設計の光学レンズが、確認された残存屈折異常を実質的に解消する、ことも含めること
ができる。概して、適切な眼内偽水晶体コンタクトレンズを取得するためには、いかなる
手段でも利用することができる。
【００７８】
　選択した眼内偽水晶体コンタクトレンズは、ステップ２５０６で、患者の眼に挿入され
る。この作業には、例えば、外科医または他の担当者が、患者の眼を小さく切開し、かつ
その切開箇所を介して眼内に眼内偽水晶体コンタクトレンズを挿入する、ことも含めるこ
とができる。小さな切開箇所を介して眼内偽水晶体コンタクトレンズを挿入するために、
眼内偽水晶体コンタクトレンズを、巻いたり、折り畳んだり、さもなくば、断面の大きさ
を縮減することもできる。
【００７９】
　１つ以上のアンカーが、ステップ２５０８で、患者の眼内で、眼内レンズに対して眼内
偽水晶体コンタクトレンズを固定するために使用される。この作業には、例えば、外科医
または他の担当者が、眼内レンズの上の所望の位置に（かつ、可能であれば、所望の配向
で）眼内偽水晶体コンタクトレンズを載置する、ことも含めることができる。また、この
作業には、患者の眼内の眼内レンズのレンズ材料にアンカーを打ち込むために、外科医ま
たは他の担当者が、眼内偽水晶体コンタクトレンズまたは眼内偽水晶体コンタクトレンズ
のアンカーを押し込む、ことも含めることができる。さらに、この作業には、患者の眼内
の水晶体嚢の一部分の周囲に、眼内偽水晶体コンタクトレンズの触覚ループを配置する、
ことも含めることができる。
【００８０】
　ステップ２５１０で、患者の視力検査を行う。この視力検査は、術中波面収差測定法を
用いるなどして、あらゆる適切な方法で実施することができる。また、この視力検査は、
眼内偽水晶体コンタクトレンズを移植している外科手術の最中や、あるいは外科手術が終
わった後など、あらゆる適切な時点で実施することができる。ステップ２５１２で、検査
した視力が良好であるか否かを判断する。この作業には、例えば、患者の眼に依然として
残存屈折異常が認められるか否かを判断し、かつ異常が認められる場合には、その程度ま
でをも判断する、ことも含めることができる。
【００８１】
　ステップ２５１４で、眼内偽水晶体コンタクトレンズを交換するか否かを判断する。こ
の作業には、例えば、担当者および患者が、残存する残存屈折異常（もしあれば）に不都
合を感じているか否か、あるいはそれが患者にとって問題であるか否かを判断する、こと
も含めることができる。もしそうであれば、問題点を分析および解決するために、他の手
段を講じることもできる。例えば、現在移植されている眼内偽水晶体コンタクトレンズの
移植位置を再調整して、シリンダー軸の矯正を図ることができる。これが失敗に終わった
場合には、ステップ２５１６で、他の眼内偽水晶体コンタクトレンズが選択される。この
作業には、例えば、担当者が、（望ましくは）現在挿入されている眼内偽水晶体コンタク
トレンズよりも良好な屈折矯正を患者の眼にもたらす、他の眼内偽水晶体コンタクトレン
ズを選択する、ことも含めることができる。ステップ２５１８で、現在挿入されている眼
内偽水晶体コンタクトレンズは、患者の眼から除去される。この作業には、例えば、外科
医または他の担当者が、眼内レンズのレンズ材料から現在挿入されている眼内偽水晶体コ
ンタクトレンズのアンカーを除去し、かつ患者の眼から現在挿入されている眼内偽水晶体
コンタクトレンズを除去する、ことも含めることができる。そして、このプロセスは、ス
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テップ２５０６へ戻され、そこでは、新たに選択した眼内偽水晶体コンタクトレンズを患
者の眼に挿入することができ、そして、視力検査が繰り返すことができる。
【００８２】
　図２５は、眼内レンズと共に眼内偽水晶体コンタクトレンズを使用する方法２５００の
一例を示しているが、図２５に対して様々な改変を加えることができる。例えば、一連の
ステップとして示しているが、図２５に示した様々なステップは、重複してもよく、並行
して実施してもよく、順序を変えて実施してもよく、あるいは幾度でも実施することがで
きる。
【００８３】
　本願明細書を通じて使用した幾つかの用語および語句の定義を説明することは、好都合
であると思われる。用語「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」および「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）
」、ならびに、その派生語は、限定を意図していない含むを意味している。用語「または
（ｏｒ）」は、包含的であり、「および／または」を意味する。語句「と固定する（ａｓ
ｓｏｃｉａｔｅｄ　ｗｉｔｈ）」ならびにその派生語は、を含む（ｔｏ　ｉｎｃｌｕｄｅ
）、内に含まれる（ｂｅ　ｉｎｃｌｕｄｅｄ　ｗｉｔｈｉｎ）、と相互に接続される（ｉ
ｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　ｗｉｔｈ）、含む（ｃｏｎｔａｉｎ）、内に含まれる（ｂｅ　
ｃｏｎｔａｉｎｅｄ　ｗｉｔｈｉｎ）、に接続される（ｃｏｎｎｅｃｔ　ｔｏ　ｏｒ　ｗ
ｉｔｈ）、に結合される（ｃｏｕｐｌｅ　ｔｏ　ｏｒ　ｗｉｔｈ）、と連通可能である（
ｂｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｂｌｅ　ｗｉｔｈ）、と協力する（ｃｏｏｐｅｒａｔｅ　ｗｉ
ｔｈ）、交互に配置される（ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅ）、並置される（ｊｕｘｔａｐｏｓｅ
）、に隣接する（ｂｅ　ｐｒｏｘｉｍａｔｅ　ｔｏ）、に結び付けられる（ｂｅ　ｂｏｕ
ｎｄ　ｔｏ　ｏｒ　ｗｉｔｈ）、有する（ｈａｖｅ）、の性質を有する（ｈａｖｅ　ａ　
ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｏｆ）、と関係を有する（ｈａｖｅ　ａ　ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ
　ｔｏ　ｏｒ　ｗｉｔｈ）など、を意味する場合がある。語句「少なくとも１つの（ａｔ
　ｌｅａｓｔ　ｏｎｅ　ｏｆ）」は、要素の一覧とともに使用する場合に、１つ以上の列
挙した要素の異なる組み合わせを使用することができ、列挙した１つの要素だけが必要に
なる場合がある、ことを意味する。例えば、「Ａ、ＢおよびＣの少なくとも１つ」は、Ａ
、Ｂ、Ｃ、ＡとＢ、ＡとＣ、ＢとＣ、およびＡとＢとＣの組み合わせのいずれをも含む。
【００８４】
　本願明細書に記載した説明を、あらゆる特定の要素、ステップ、または機能が、特許請
求の範囲に含まれていなくてはならない必須または不可欠な要素である、と解釈すべきで
はない。また、「～ための手段（ｍｅａｎｓ　ｆｏｒ）」または「～ためのステップ（ｓ
ｔｅｐ　ｆｏｒ）」という適切な表現が、特定の請求項で明示的に用いられており、そし
て、機能を特定する分詞句が続いていない限りは、添付した特許請求の範囲または請求項
に記載の要素に関して、いずれの請求項も、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１２（ｆ）の規定を行
使することは意図されない。請求項に記載の特徴事項それ自体に基づいて修正または改良
がさらに加えられるので、請求項に記載の「機構（ｍｅｃｈａｎｉｓｍ）」、「モジュー
ル（ｍｏｄｕｌｅ）」、「デバイス（ｄｅｖｉｃｅ）」、「ユニット（ｕｎｉｔ）」、「
成分（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ）」「要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）」「部材（ｍｅｍｂｅｒ）」「
器具（ａｐｐａｒａｔｕｓ）」、「機械（ｍａｃｈｉｎｅ）」、「システム（ｓｙｓｔｅ
ｍ）」、「プロセッサー（ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）」、「プロセッシングデバイス（ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ）」、または「コントローラー（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）
」などの用語（これらに限定されない）の使用は理解がされており、かつ当業者に周知の
構造を示す意図がされており、および３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１２（ｆ）の規定を行使する
ことは意図されていない。
【００８５】
　本願明細書では、特定の実施態様と一般的に関連する方法について説明を行ってきたが
、これらの実施形態および方法の改変および変形は、当業者に自明の事項である。したが
って、実施形態の例に関する上記説明は、本開示を定義するものではなく、または本開示
に対して制限を課すものでもない。その他の変更、置換、および改変も、以下の請求の範
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囲で定義された本開示の要旨と範囲から逸脱しない範囲で可能である。
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【要約の続き】
ように構成することができる。また、眼内偽水晶体コンタクトレンズは、第１の光学レンズ上に設置され、かつ少な
くとも１つの薬剤を送達するように構成された少なくとも１つの薬剤溶出デバイス（１７０６、１８０６、１９０６
）を含み得る。
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